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招集ご通知

証券コード　2970
（発送日）2023年 ３月10日

（電子提供措置の開始日）2023年 ３月 ６日
株　主　各　位

福岡市博多区博多駅前二丁目17番８号
株式会社グッドライフカンパニー

代表取締役社長 髙 村 隼 人

第15回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第15回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　【当社ウェブサイト】
　https://www.goodlife-c.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRニュース」「株主総会」「第
　15回定時株主総会招集ご通知」を順に選択して、ご確認ください。）

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/2970/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「グッドライフカンパニ
　ー」又は「コード」に当社証券コード「2970」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情
　報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くだ
　さい。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用
紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年３月27日（月曜日）午後６時までに到着するよう
ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

１．日 時 2023年３月28日（火曜日）午前10時　（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 福岡市博多区博多駅南一丁目９番18号

WITH THE STYLE FUKUOKA
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １.  第15期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算

　   書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２.  第15期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
議　　　案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表
　 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株
　 主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書類のご提出が必要となりますので
　 ご了承ください。

     

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、下記ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後
の事項を掲載いたします。

　【当社ウェブサイト】
　https://www.goodlife-c.co.jp/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
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招集ご通知

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について

　本株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、書
面による議決権の事前行使をご検討いただき、本株主総会当日のご来場については、ご自身の体調や
株主総会日時点での感染状況を踏まえ、慎重にご判断くださいますようお願い申しあげます。
　なお、本株主総会当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対応を取らせていた
だきますので、株主の皆様におかれましてはご理解とご協力をお願い申しあげます。

・本株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、マスク着用などのご自身及び周
　囲への感染予防にご配慮いただきご来場くださいますようお願い申しあげます。

・ご来場の株主様の体温を測定させていただき、体温の高い方や体調が悪いように見受けられる方に
　つきましては、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。また、座席間隔を広く保つた
　め、入場を制限させていただくことがございます。

・本株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも時間を短縮して進行させてい
　ただきます。

　なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウ
ェブサイト（https://www.goodlife-c.co.jp/）にてお知らせいたします。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

( 自　2022年 1 月 1 日
至　2022年12月31日 )
事　 業　 報　 告

１．当社グループの現況に関する事項
(１) 当連結会計年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、ウィズコロナのもとで、政府の各種政策の効果もあり景気は
持ち直しの動きがみられたものの、世界的な金融引締め、原材料やエネルギーの供給面での制約及び価
格の高騰、中国における感染動向に対する懸念もあり、依然として先行き不透明な状況にあります。
　不動産業界におきましては、金融緩和政策の継続を背景として、不動産投資家の投資姿勢は引き続き
旺盛であり、投資への需要は底堅い状況が続いているものの、マンション用地価格の上昇、ウッドショ
ックによる資材不足や価格高騰等の影響を注視していく必要があります。
　このような環境のもと、当社グループは、アセットマネジメント事業におけるフロー収益と、プロパ
ティマネジメント事業におけるストック収益に加え、株式会社グッドライフエネルギーにおけるエネル
ギー事業との連携により、各事業間のシナジー効果創出に努めるとともに、営業力、技術力及びサービ
ス品質の向上に努め、収益力の向上及び企業価値の最大化を図って参りました。
　当連結会計年度においては、前連結会計年度から開発を行っていた15物件が竣工したことにより、当
連結会計年度末において当社が企画・開発に携わった物件の竣工棟数は累計128棟、管理戸数は4,771
戸となりました。
　この結果、売上高は8,061百万円（前連結会計年度比9.1％増）、営業利益571百万円（同36.3％
増）、経常利益545百万円（同29.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益310百万円（同42.6％
増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

（不動産投資マネジメント事業）
　当事業は、資産形成・運用をお考えのオーナー様に対し、賃貸マンション用地の仕入、企画、設計・
監理、施工及び売却をサポートするアセットマネジメント事業と、賃貸仲介及び賃貸管理サービスを提
供するプロパティマネジメント事業によって構成されております。
　アセットマネジメント事業につきましては、当連結会計年度において15物件が竣工するとともに、熊
本における開発エリアの拡大や、引き続き積極的な用地取得を行って参りました。また、LINEを活用し
た物件提案及び地主様への積極的な営業活動、金融機関との連携を強化し、顧客層の拡大に注力したこ
とにより、当社開発に係る新規設計契約11件（うち用地販売を伴うもの７件）及び連結子会社である株
式会社グッドライフ建設において建築に係る工事請負契約12件を受注し、当連結会計年度末における進
行中の工事は14件となりました。
　プロパティマネジメント事業につきましては、新築一棟マンション15物件の引渡し及び新規管理受託
11物件による管理受託件数の増加のほか、業務オペレーションの見直しを行い、ＲＰＡ及びコールセン
ターの導入により業務の効率化を図るとともに、管理物件の入居率の維持・向上を目指し、入居者アプ
リの導入や、新電力への切替えに伴う電気代の削減提案に加え、不動産オーナー向け資産管理運用アプ
リを活用した情報提供、屋上の有効活用を目的としたアンテナ設置やエレベーター保守費用の削減提案
など、入居者様及びオーナー様の満足度向上につながる提案を積極的に行って参りました。
　この結果、不動産投資マネジメント事業の売上高は7,926百万円（前連結会計年度比8.7％増）、セ
グメント利益は704百万円（同19.4％増）となりました。

（エネルギー事業）
　当事業は、連結子会社である株式会社グッドライフエネルギーにおいて、当社が管理を行う物件の入
居者様に対し、プロパンガスの供給を行っております。
　積極的なプロパンガス供給会社の切替え提案及びガス供給設備の取得を行ったことにより、当連結会
計年度末におけるプロパンガス供給棟数は88棟となっております。
　この結果、エネルギー事業の売上高は134百万円（前連結会計年度比84.8％増）、セグメント損失は
22百万円（前連結会計年度は27百万円のセグメント損失）となりました。

（その他）
　その他事業の売上高は０百万円（前連結会計年度比97.7％減）、セグメント損失は５百万円（前連結
会計年度は43百万円のセグメント損失）となりました。
　なお、連結子会社である株式会社プロキャリアエージェントにおける人材サービス事業について経営
状況、財政状態及び今後の見通しを勘案した結果、2022年４月30日をもって同事業より撤退いたしま
した。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

②　設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、320百万円であります。
　その主なものは、連結子会社である株式会社グッドライフエネルギーのプロパンガス供給、配管設備
の取得及び株式会社プロキャリアエージェントの土地の取得であります。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度中に、当社グループの用地仕入資金、賃貸マンションの建設資金及びガス供給設備取
得のための設備投資資金として、金融機関より2,797百万円の資金調達を行いました。

区 分 第 12 期
(2019年12月期)

第 13 期
(2020年12月期)

第 14 期
(2021年12月期)

第 15 期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

売 上 高(百万円) 4,568 4,723 7,390 8,061

経 常 利 益(百万円) 567 227 421 545

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 360 121 217 310

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 85.66 28.95 51.56 73.79

総 資 産(百万円) 2,632 3,560 4,920 7,010

純 資 産(百万円) 1,945 2,070 2,295 2,579

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 462.16 490.96 543.00 616.26

(２) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　当社グループの財産及び損益の状況

（注）１. 当社は、2020年３月５日開催の取締役会決議により、2020年４月１日付で普通株式１株につ
き３株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

２. 第14期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第13期に関連する主
要な連結経営指標等については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

３. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年
度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る主要な連結経営指標等については、当該会計
基準等を適用した後の指標等となっております。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況

区 分 第 12 期
(2019年12月期)

第 13 期
(2020年12月期)

第 14 期
(2021年12月期)

第 15 期
(当事業年度)

(2022年12月期)
売 上 高(百万円) 4,167 1,972 3,407 3,432

経 常 利 益(百万円) 528 229 299 222

当 期 純 利 益(百万円) 333 168 48 110

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 79.13 40.02 11.56 26.30

総 資 産(百万円) 2,265 2,687 3,259 5,173

純 資 産(百万円) 1,870 2,041 2,098 2,182

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 444.28 484.15 496.30 521.41

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. 当社は、2020年３月５日開催の取締役会決議により、2020年４月１日付で普通株式１株につ
き３株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定
し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

２. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の
期首から適用しており、当事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用
した後の指標等となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

安 心 入 居 サ ー ビ ス 株 式 会 社 1百万円 100.0％ 家賃滞納保証業務

株 式 会 社 グ ッ ド ラ イ フ 建 設 40百万円 100.0％ 建築工事請負業務

株 式 会 社 プ ロ キ ャ リ ア エ ー ジ ェ ン ト 5百万円 100.0％ 資産管理

株 式 会 社 グ ッ ド ラ イ フ エ ネ ル ギ ー 30百万円 100.0％ プロパンガス販売事業

(３) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

(４) 対処すべき課題
　当社グループでは、安定的な収益性の向上かつ持続的な成長に資する体制整備が最も重要であると認
識し、以下の経営課題に取り組んで参ります。

（特に優先度の高い対処すべき事業上及び財務上の課題）
用地仕入の体制、人材の確保と育成強化
当社グループは、用地情報の大半を不動産会社等の情報提供者から入手しておりますが、今後の継続

的な成長を図るためにも更なる情報ルートの拡充が必要不可欠であると認識しております。そのため、
既存情報提供者との良好な取引関係を維持するとともに、効率的な用地情報取得のために、営業支援ツ
ール（ＳＦＡ）の導入など、情報ルートの可視化、強化に努め、優良な情報の確保を進めることにより
用地仕入の体制を強化する方針であります。
また、人材の確保と育成強化について当社グループでは、用地仕入の経験者・建築技術者の人材を継

続して確保、育成することが中長期的な戦略として重要だと考えております。そのため、人材を積極的
に採用するための投資や入社後も定期的に教育研修の機会を与え、専門能力や知識の維持向上を図って
参ります。

（その他の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題）
①　事業エリアの集中と新規事業の参入
　当社グループは、現在福岡、熊本、沖縄へとエリアを拡大し事業を行っておりますが、今後も既存
の九州エリアに注力することで業容の拡大と当社サービスの提供を行って参ります。
　また、当社グループでは、新たな事業展開や質の高いサービスを提供するための一環として、業務
提携やＭ＆Ａ等を有効に活用することとしておりますが、Ｍ＆Ａ等は将来予測を基に実施するもので
あり、不確実性が伴います。Ｍ＆Ａ等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係、関連資
産等について、詳細な調査・検討を行うことで不確実性を極力排除するように努めておりますが、Ｍ
＆Ａ後に、偶発債務等の発生や同事業の経済環境の変化等により計画どおりの事業展開を行えなかっ
た場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性が
あります。

－ 8 －
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

②　販売手法の多様化
　当社グループでは、投資用新築一棟賃貸マンションを「LIBTH」ブランドとして主に個人富裕層の
投資家に販売を行っております。集客にあたっては当社の主要な事業エリアである九州地方に在住の
方を対象として、既存オーナー様及び金融機関からの紹介、自社ホームページを活用したインバウン
ドマーケティングを行っております。今後販売棟数を増加させていくためには、より多くの不動産投
資家の開拓と販路の拡大をしていく必要があると認識しております。このために、ＳＮＳの活用等を
計画しております。

③　商品品質の向上とラインナップの拡充
　当社グループは、現在、主に個人富裕層向けに資産形成を目的とした投資用新築一棟賃貸マンショ
ンを主体とした事業を行っております。今後は相続や節税といったオーナー様の多様な投資ニーズに
対応していくために、投資用新築一棟賃貸マンション以外の商品開発を進めることにより、最適な投
資提案を通じてオーナー様の資産価値向上に貢献して参ります。
　また、現在提供している賃貸マンションの商品品質の向上を継続して行い、入居者様、オーナー様
の満足度向上を追求して参ります。

④　コンプライアンスの徹底
　当社グループでは、不動産投資マネジメント事業、家賃滞納保証業務及びプロパンガス販売事業を
行っていることから、現在、一級建築士事務所登録、宅地建物取引業免許、特定建設業許可、液化石
油ガス販売事業登録、ガス小売事業者登録及び液化石油ガス保安機関認定を取得しており、各種法規
制等の下に事業展開しております。法令遵守は企業存続の基本であり、前提であることから、関係諸
法令を遵守することは当然のことであるとの認識で事業活動を行っております。
　当社グループでは、今後も、全社的にコンプライアンスを徹底することが必要であると考えてお
り、経営陣のコンプライアンスに対する認識強化に加え、独立役員の牽制機能の強化（独立役員全員
が出席する会議体の運営）、全社員を対象にした定期的な研修等を継続して実施して参ります。ま
た、今後も新たな事業展開によって、子会社や関係会社が増加することに比例して、不正行為等によ
る法令違反の発生リスクが増加していくと想定されるため、組織が健全かつ効果的に運営されるよう
に、内部統制の実効性を高めるための環境、体制を整備し、コーポレート・ガバナンスを充実してい
くことにより、経営の公正性・透明性を確保して参ります。
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⑤　新型コロナウイルス感染症の拡大による影響
　当社グループは、新型コロナウイルス感染症に対して対応ガイドラインを策定しております。企業
訪問やオーナー様へ対面での面談を極力控え、ＷＥＢ会議や電話折衝を中心にお客様からのご相談や
接客を行うことでお客様と従業員の安全確保を最優先に考慮しております。
　今後、行動制限の緩和により新型コロナウイルス感染症が再拡大し、経済活動への影響が長期間に
わたる場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

事 業 区 分 主 な 内 容

不動産投資マネジメント
事 業

アセットマネジメント
事 業 賃貸マンションの企画・設計・施工・販売

プロパティマネジメント
事 業

賃貸マンションの仲介、入居者募集、建物管
理、入居者対応

エ ネ ル ギ ー 事 業 賃貸マンションへのプロパンガスの供給

(５) 主要な事業内容

本 社 福岡県福岡市

支 社 熊本県熊本市、沖縄県那覇市

安 心 入 居 サ ー ビ ス 株 式 会 社 熊本県熊本市

株 式 会 社 グ ッ ド ラ イ フ 建 設 福岡県福岡市、熊本県熊本市、沖縄県那覇市

株式会社プロキャリアエージェント 福岡県福岡市

株式会社グッドライフエネルギー 福岡県福岡市、熊本県熊本市

(６) 主要な拠点等
①　当社の主要な営業所

②　子会社

－ 10 －
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

不動産投資マネジメント事業 72(17)名 ５名増(２名増)

エ ネ ル ギ ー 事 業 ６(１)名 １名増(１名増)

全 社 （ 共 通 ） 12(１)名 ２名減(１名増)

合 計 90(19)名 ４名増(３名増)

従 業 員 数 前 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

58(13)名 ２名減(１名減) 33.8歳 3.8年

(７) 従業員の状況
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、契約社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、契約社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 福 岡 銀 行 1,292百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 839

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 720

株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 177

(８) 主要な借入先及び借入額

(９)その他当社グループの現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 13,200,000株

②　発行済株式の総数 4,248,600株
（自己株式62,486株を含む）

③　株主数        686名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

髙 村 隼 人 2,658,000株 63.49%

ａ ｕ カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社 335,800 8.02

佐 方 　 修 181,200 4.32

近 松 敬 倫 130,000 3.10

蔭 山 恭 一 123,200 2.94

松 井 証 券 株 式 会 社 119,300 2.84

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 70,163 1.67

む さ し 証 券 株 式 会 社 42,600 1.01

株 式 会 社 三 津 野 建 設 30,000 0.71
Ｊ ． Ｐ ． Ｍ Ｏ Ｒ Ｇ Ａ Ｎ
Ｓ Ｅ Ｃ Ｕ Ｒ Ｉ Ｔ Ｉ Ｅ Ｓ 　 Ｐ Ｌ Ｃ
（常任代理人　ＪＰモルガン証券株式会社）

21,400 0.51

２．会社の現況
(１) 株式の状況（2022年12月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（62,486株）を控除して計算しております。
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株式の状況

⑤　その他株式に関する重要な事項
　　自己株式の取得

イ．2022年２月21日の当社取締役会決議により取得した自己株式
取得した株式の種類及び数　　　普通株式　21,000株
取得価額の総額　　　　　　　　12,600,000円
取得した期間　　　　　　　　　2022年２月22日

ロ．2022年８月24日の当社取締役会決議により取得した自己株式
取得した株式の種類及び数　　　普通株式　21,000株
取得価額の総額　　　　　　　　13,671,000円
取得した期間　　　　　　　　　2022年８月25日

－ 13 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

第１回新株予約権

発行決議日 2018年２月22日

新株予約権の数 234個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　　　　　 70,200株
（新株予約権１個につき300株）

新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり217,200円
（１株当たり　724円）

権利行使期間
2020年３月24日から
2028年２月28日まで

行使の条件 （注）２、３、４

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（監査等委員を除く）

新株予約権の数　　　　　234個

目的となる株式数　　 70,200株

保有者数　　　　　　　　　２名

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

新株予約権の数　　　　　　－個

目的となる株式数　　　　　－株

保有者数　　　　　　　　　－名

(２) 会社の新株予約権等に関する事項
①　当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の

概要

（注）１．社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
２. 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権

の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあるこ
とを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限
りではない。

３. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
４. その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
５. 2020年４月１日付で行った１株を３株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる

株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されてお
ります。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

②　当事業年度中に当社従業員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要
　　該当事項はありません。

会 社 に お け る 地 位 氏　　名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 髙 村 隼 人

取 締 役 近 松 敬 倫

取 締 役 伊 藤 貴 光 ディベロップメント事業部長

取 締 役 山 田 浩 司 管理本部長

取締役（監査等委員） 姫 野 幸 一

取締役（監査等委員） 石 　 井 　 麻 衣 子 石井司法書士事務所所長

取締役（監査等委員） 柳 堀 泰 志

柳堀公認会計士事務所所長
柳堀行政書士事務所所長
㈱ＲＪパートナーズ代表取締役
税理士法人WellsAccounting代表社員
㈱ハブ社外監査役
㈱コラントッテ社外取締役

(３) 会社役員に関する事項
①　取締役の状況（2022年12月31日現在）

（注）１. 取締役（監査等委員）姫野幸一氏、石井麻衣子氏及び柳堀泰志氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）柳堀泰志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知識を有するものであります。
３．2022年３月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、山下公成氏は取締役を任期満了

により退任いたしました。
４．管理本部の内部監査担当が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施し、内部監

査部門と筆頭監査等委員の姫野幸一氏が密に連携しているため、必ずしも常勤者の選任を必要と
しないことから、常勤の監査等委員を選任しておりません。

５．当社は取締役（監査等委員）姫野幸一氏、石井麻衣子氏及び柳堀泰志氏を株式会社東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項の規定及び定款の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づ
く責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）を保険会社との間
で締結し、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保
険契約により補填することとしております。被保険者の範囲は、当社及び連結子会社の取締役の全員と
なっており、保険料は当社が全額負担しております。

④　役員の報酬等
イ．役員の報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は2022年８月12日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）
の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報
酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定
方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概
要は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を
確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中期的な企業価値の向上
を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、
当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準及び経営内容、従業員給与等との均
衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。毎年、事業年度終了後、基本報酬
の見直しを行い、次の事業年度から適用する。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報
酬限度額は2022年３月29日開催の第14回定時株主総会において決議された年額200百万円以内
とする。

ｃ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する
方針
　当社は取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定に関する評価・決定プロセスの
客観性及び透明性を確保する事等を目的として、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員
会を取締役会の任意の諮問機関として2022年８月１日付で設置した。
　個人別の報酬額の決定については、取締役会より指名・報酬委員会に諮問し、取締役会は指
名・報酬委員会からの答申内容をもとに報酬額を決定する。取締役会として代表取締役社長に個
人別の報酬額について一任を行う場合には、都度、一任に関する決議を行う。一任された代表取
締役は報酬額の決定にあたり、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定する。

　取締役（監査等委員）の報酬額は、取締役（監査等委員）の協議において決定しております。
取締役（監査等委員）の報酬限度額は2022年３月29日開催の第14回定時株主総会において決議
された年額10百万円以内とする。
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区　　分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬
業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役（監査等委員を除く。）
（うち社外取締役）

73
（０）

73
（０）

－
（－）

－
（－）

５
（１）

取　締　役（監査等委員）
（うち社外監査役）

３
（３）

３
（３）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

監　査　役
（うち社外監査役）

１
（１）

１
（１）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合　　　計
（うち社外役員）

79
（６）

79
（６）

－
（－）

－
（－）

11
（７）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

(注）１. 上表には、2022年３月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１
名を含んでおります。

 ２. 役員の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。
 ３. 基本報酬の算定方法等については、「④役員の報酬等」に記載しておりますが、各事業年度の連

結業績、会社の財政状況及び成長性等を総合的に勘案して算定することとしております。
 ４. 監査等委員会設置会社移行前の取締役の報酬限度額は、2018年３月30日開催の第10回定時株主

総会において年額120百万円以内と決議をいただいております。なお、取締役の報酬限度額に
は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととしております。上記の取締役の報酬限度
額の定めに係る取締役の員数は５名（うち社外取締役１名）であります。
また、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額
は、2022年３月29日開催の第14回定時株主総会において年額200百万円以内と決議をいただい
ております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額には、使用人兼務
役員の使用人分給与は含まないこととしております。上記の取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の報酬限度額の定めに係る取締役の員数は４名（うち社外取締役０名）であります。

 ５. 監査等委員会設置会社移行前の監査役の報酬限度額は、2019年３月28日開催の第11回定時株主
総会において年額10百万円以内と決議いただいております。上記の監査役の報酬限度額の定めに
係る監査役の員数は３名（うち社外監査役３名）であります。
また、監査等委員会設置会社移行後の監査等委員である取締役の報酬限度額は、2022年３月29
日開催の第14回定時株主総会において年額10百万円以内と決議をいただいております。上記の
監査等委員である取締役の報酬限度額の定めに係る取締役の員数は３名（社外取締役３名）であ
ります。

－ 18 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 姫 野 幸 一

2022年３月29日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
12回全てに、また、監査等委員会９回全てに出席いたしまし
た。
主にガバナンス及びコンプライアンス等の見地から取締役会に
おいて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の発言を行っております。また、監査等委員会において、当社
のコンプライアンス体制及び内部監査について適宜、必要な発
言を行っております。同氏は、監査に関する見識に基づき、独
立した立場から当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分
な役割・責務を果たしております。

社外取締役
（監査等委員） 石 井 麻 衣 子

2022年３月29日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
12回全てに、また、監査等委員会９回全てに出席いたしまし
た。
司法書士としての専門的見地から、取締役会において、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行って
おります。また、監査等委員会において、当社のコンプライア
ンス体制及び内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。同氏は、法的書類作成及び不動産に関する専門的な見識
に基づき、アドバイスを行っており、独立した立場から当社の
経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たし
ております。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　社外取締役（監査等委員）石井麻衣子氏は、石井司法書士事務所所長であり、社外取締役（監査
等委員）柳堀泰志氏は、柳堀公認会計士事務所所長、柳堀行政書士事務所所長、㈱ＲＪパートナー
ズ代表取締役、税理士法人WellsAccounting代表社員、㈱ハブ社外監査役及び㈱コラントッテ社
外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

－ 19 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
（監査等委員） 柳 堀 泰 志

2022年３月29日就任以降、当事業年度に開催された取締役会
12回のうち11回に、また、監査等委員会９回全てに出席いた
しました。
公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会にお
いて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の
コンプライアンス体制及び内部監査について適宜、必要な発言
を行っております。同氏は、公認会計士及び税理士として専門
的な見識に基づきアドバイスを行っており、独立した立場から
当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を
果たしております。

（注）当社は、取締役会及び臨時取締役会に上程される決議事項及び報告事項について、社外役員に事
前に内容を説明し、確認を得ております。

－ 20 －
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会計監査人の状況

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25

(４) 会計監査人に関する事項
①　会計監査人の名称
　有限責任監査法人トーマツ

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受ける
ほか、前事業年度の監査実績の検証と評価を基準に、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積り
の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行ってお
ります。

３. 上記の他、当事業年度において、前事業年度に係る追加報酬１百万円を支払っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選
定した監査等委員は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任
した旨と解任の理由を報告いたします。

－ 21 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

３．会社の体制及び方針
(１) 業務の適正を確保するための体制

当社グループは、取締役会において、業務の適正を確保するための体制等の整備について以下のとおり
決議を行っております。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役及び使
用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

ロ．社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループにおける経営上重要な事項の審議及び決定や
取締役の職務執行状況を監督する。

ハ．監査等委員会を設置する。監査等委員である取締役は、監査等委員会で定めた監査基準に基づき
取締役会その他重要な会議に出席及び日常の業務監査により、取締役（監査等委員である取締役を
除く。）の職務執行が法令及び定款に反していないかを監査する。

ニ．取締役及び使用人は、「経営理念」及び「行動規範」に基づいて行動し経営管理部は、必要に応
じて、コンプライアンスに関する啓蒙及び教育研修を実施する。

ホ．内部監査グループは、「内部監査規程」に従い各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況を
モニタリングし、代表取締役社長に報告する。

ヘ．法令・定款等に違反する事実を発見した場合やハラスメントに関する相談体制などについて「内
部通報規程」を定めて、遵守する。

ト．会社は、「反社会的勢力排除規程」を定め、反社会的勢力との関係を一切遮断する体制を構築す
る。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務の執行状況については、法令及び「文書管理規
程」に基づき作成・保存するとともに、取締役から要請があった場合に閲覧可能な方法で保存する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　業務に付随するリスク管理は当該組織単位が行い、担当取締役が適切な対応を行う。リスクの重要性
の度合いに応じて代表取締役社長及び取締役会に報告を行い、必要に応じて当社と顧問契約している法
律事務所に助言・指導を受ける。
　また、「リスク管理規程」に定めるリスクマネジメント委員会を毎月開催し、発生したリスク又は予
見されるリスクについて分析と識別を行い、再発防止策又は予防策を策定し、取締役会等にその実施を
求める。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会は、中期経営計画及び年間活動計画等の重要な方針を決定し、定時取締役会において月
次決算報告及び業務執行報告を行い、取締役の職務の効率性をレビューし、必要に応じて改善を促
す。

ロ．取締役の職務が効率的に行われるように、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規
程」を定め、必要に応じて改訂することで、責任と権限の所在を明確化する。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社グループは、「関係会社管理規程」を定め、関係会社の管理は管理本部長が行うものとする。
子会社の経理処理については、当社財務管理部で行い、それを通じて業務の適正性をモニタリングす
る。また、内部監査を実施することで、子会社の業務が適正に行われていることを確認する。

－ 22 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑥　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用人に関する事
項、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項
イ．監査等委員会は、管理本部の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができ、使用人はそ
の職務に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及びその他の使用人の指揮命令は受
けない。

ロ．監査等委員会の命令により使用人が行う職務についての人事評価及び人事異動は、監査等委員会
の同意を得て行う。

⑦　取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その
他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保する体制
イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社グループの業務又は業績に重要
な影響を与える事項について、遅滞なく監査等委員会に報告する。また、法令・定款及び社内規程
に違反した事実又は違反する恐れのあることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。

ロ．監査等委員会は、必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に対
し、取締役会以外の重要な会議等への出席、議事録、稟議書等の業務執行に関する書類の閲覧、説
明及び情報提供を求めることができる。

ハ．内部通報制度に基づく通報又は監査等委員会に対する報告を行ったことを理由として不利な取扱
いを行わない。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査担当とそれぞれ必要に応じて意見交換
を行う。

ロ．監査等委員会は、必要に応じて内部監査担当を出席させ、内部監査の実施状況を報告させる。
ハ．取締役会は、業務の適正を確保するための体制に係る監査等委員会の意見がある場合は、これを
審議し、その結果を監査等委員会に報告する。

ニ．監査等委員が、その職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該
監査等委員の職務執行に必要でないことが明らかな場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理
する。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループでは、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基

づき、以下の具体的な取り組みを行っております。
①　主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催し、法令及び定款その他の各種規程に基づく適法性
及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督を行いまし
た。

②　監査等委員は、監査等委員の協議によって定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取
締役社長及び他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、内部監査担当、監査法人との間で意見
交換を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③　内部監査担当は、内部監査活動計画に基づき、当社グループの各部門の業務執行及び子会社の業務の
監査、内部統制監査を実施しました。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
契 約 資 産
未 成 工 事 支 出 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

　

6,188
2,352

72
310

7
1,865
1,443
136
822
769
607

6
58
46
50
8

44
17
26

　

（負　 債　 の　 部）
流 動 負 債 3,531

買 掛 金 17
工 事 未 払 金 489
短 期 借 入 金 1,439
１年内返済予定の長期借入金 729
リ ー ス 債 務 11
契 約 負 債 389
未 払 法 人 税 等 94
賞 与 引 当 金 24
預 り 金 214
そ の 他 119

固 定 負 債 899
長 期 借 入 金 860
リ ー ス 債 務 39
そ の 他 0

負 債 合 計 4,431
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,579
資 本 金 53
資 本 剰 余 金 520
利 益 剰 余 金 2,048
自 己 株 式 △43

純 資 産 合 計 2,579
資 産 合 計 7,010 負 債 純 資 産 合 計 7,010

連 結 貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：百万円）
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連結損益計算書

( 自　2022年 1 月 1 日
至　2022年12月31日 )

科 目 金 額
売 上 高 8,061
売 上 原 価 6,864
売 上 総 利 益 1,197
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 625
営 業 利 益 571
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 0
固 定 資 産 売 却 益 2
そ の 他 2 4

営 業 外 費 用
支 払 利 息 13
固 定 資 産 除 売 却 損 8
支 払 手 数 料 9
そ の 他 0 31

経 常 利 益 545
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6
事 業 撤 退 損 59 65

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 479
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 168
法 人 税 等 調 整 額 0 169
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 310

連 結 損 益 計 算 書

（単位：百万円）
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連結株主資本等変動計算書

( 自　2022年 1 月 1 日
至　2022年12月31日 )
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
当 期 首 残 高 53 520 1,738 △17 2,295 2,295

当 期 変 動 額
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 310 310 310

自 己 株 式 の 取 得 △26 △26 △26

当 期 変 動 額 合 計 － － 310 △26 283 283

当 期 末 残 高 53 520 2,048 △43 2,579 2,579

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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連結注記表

【連結注記表】
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　　連結の範囲に関する事項
　　連結子会社の状況

　連結子会社の数 ４社
　主要な連結子会社の名称 株式会社グッドライフ建設

安心入居サービス株式会社
株式会社プロキャリアエージェント
株式会社グッドライフエネルギー

２．重要な会計方針
(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金
　個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

(２) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　５年～22年
工具、器具及び備品　２年～20年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
す。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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連結注記表

(３) 重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当連結会計年度においては貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計
上しておりません。

②　工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、

かつその金額を合理的に見積ることができる工事について損失見込額を計上しております。
なお、当連結会計年度において、損失の発生が見込まれる工事はないため、工事損失引当金を計上し

ておりません。

③　完成工事補償引当金
完成工事の瑕疵担保等の費用の発生に備えるため、将来の見積補償額に基づき計上しております。
なお、当連結会計年度において、該当がないため完成工事補償引当金を計上しておりません。

④　賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(４) 収益及び費用の計上基準
　当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は、下記のとおり
であります。なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１年内に受領しており、重要な金融要素は
含んでおりません。

①　不動産投資マネジメント事業
完成工事高
　主に投資用新築一棟賃貸マンションの建築工事（以下、「賃貸マンション」という。）を請け負う
ものであり、顧客との工事請負契約に基づき、賃貸マンションの建築工事を行う履行義務を負ってお
ります。当該履行義務は、工事が進むにつれて物件の価値が増加し、顧客が当該資産を支配すること
から、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収
益を認識しております。進捗度の測定は、発生原価に基づくインプット法に拠っております。
　ただし、期間がごく短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的
な取扱いを適用しております。

－ 28 －
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連結注記表

土地売上高
　取得した賃貸マンション用地を顧客へ販売するものであり、顧客との土地売買契約に基づき当該物
件の引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、当該物件が引き渡される一時点で充足さ
れるものであり、当該引渡時点において収益を認識しております。
　取引価格は、土地売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と
同日としているため、物件引渡しと同時に売買代金の残代金全額の支払いを受けております。

建売売上高
　取得した賃貸マンション用地に賃貸マンションを建築後、当該マンション用地と賃貸マンションを
顧客へ販売するものであり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負って
おります。当該履行義務は、当該物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点
において収益を認識しております。
　取引価格は、不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日
と同日としているため、物件引渡しと同時に売買代金の残代金全額の支払いを受けております。

プロパティマネジメント事業収入
　主に、賃貸マンションの管理を行う賃貸管理サービス及び入居予定者に対し賃貸物件の仲介斡旋を
行う賃貸仲介サービスを行っております。
　賃貸管理サービスについては、顧客との不動産管理委託契約に基づき当該物件の管理を行う義務を
負っております。当該履行義務は賃貸管理サービスが提供される一定の期間にわたり充足されるもの
であり、当該履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
　賃貸仲介サービスについては、顧客からの申し込みに基づき、仲介サービスを行う履行義務を負っ
ております。当該履行義務は、賃貸借契約を締結した一時点で充足されるため、賃貸借契約締結時点
において仲介サービスに基づく報酬を収益として認識しております。

②　エネルギー事業
エネルギー事業収入
　主に、当社が管理を行う物件の入居者様に対しプロパンガスの供給を行っており、顧客とのＬＰガ
ス供給契約に基づき、プロパンガスを供給する履行義務を負っております。当該履行義務は、プロパ
ンガスの供給を通じて一定の期間にわたり充足されるため、履行義務の充足の進捗度に応じた契約に
基づく報酬を収益として認識しており、当該進捗度はプロパンガス供給量等を指標として測定してお
ります。
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連結注記表

３．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　これにより、不動産投資マネジメント事業における工事請負契約に関する完成工事高の計上について、従
来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の工事については
工事完成基準を採用しておりましたが、当連結会計年度より、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわ
たり収益を認識する方法に変更しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、連結計算書類及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示し
ていた「売掛金」及び「完成工事未収入金」は、当連結会計年度より「売掛金」、「契約資産」に含めて表示
することとし、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」及び「その他」に含めて表示していた「前
受金」は、「契約負債」として表示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
　なお、連結計算書類に与える影響はありません。

４．会計上の見積りに関する注記
一定の期間にわたり充足される履行義務について認識した収益
（１）連結計算書類に計上した金額

完成工事高　　　4,437百万円

（２）会計上の見積りの内容について理解に資するその他の情報
（当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法）

不動産投資マネジメント事業に係る賃貸マンションの建築工事の請負について、期間がごく短い工
事を除き、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応
じた当連結会計年度の完成工事高を認識しております。決算日における工事進捗度は発生原価に基づ
くインプット法により見積りを行っております。
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連結注記表

販 売 用 不 動 産 1,327百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 1,443百万円
土 地 58百万円

計 2,829百万円

短 期 借 入 金 1,439百万円
１年内返済予定の長期借入金 653百万円
長 期 借 入 金 234百万円

計 2,327百万円

（当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定）
工事原価総額の見積りについては、工事着工段階において完成までに発生すると見込まれる支出の

総額に基づいており、各連結会計年度の決算日において、現況を踏まえた見直しを実施するととも
に、必要とされる施工技術、施工実績、工事計画、資材や外注費等を勘案して算定しております。

（翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響）
工事原価総額については、工事の進捗等に伴い、施工中の工法変更や施工範囲の変更等を伴う設計

変更や追加契約の締結、資材や外注費等に係る市況の変動及び前提条件等の変更が発生した場合、翌
連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

５．連結貸借対照表に関する注記
(１) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
担保に供している資産は次のとおりであります。

②　担保に係る債務
担保付債務は次のとおりであります。

(２) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　   127百万円

(３) 保証債務
家賃滞納保証業務に係る保証限度額　　   1,056百万円
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連結注記表

用 途 場 所 種 類 金 額

そ の 他 －
ソ フ ト ウ エ ア 14

顧 客 関 連 資 産 43

計 57

６．連結損益計算書に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、「９．収益認識に関する注記　（１）顧客との契約から生じる収益を
分解した情報」に記載のとおりであります。

(２) 事業撤退損
　当社グループは、当連結会計年度において人材サービス事業の撤退に伴い生じた損失59百万円を事業撤
退損として特別損失に計上しております。その内訳は、固定資産の減損損失57百万円及びその他２百万円
であります。
　なお、減損損失の内訳は下記のとおりです。

（単位：百万円）

　当社グループは、減損会計の適用にあたり、事業単位を基準とした管理会計の区分に従って資産グルー
ピングしております。
　なお、人材サービス事業の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は零とし
て評価しております。
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株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 4,248,600株 － － 4,248,600株

株 式 の 種 類 当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 20,486株 42,000株 － 62,486株

７．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(１) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(２) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の数の増加は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加分であります。

(３) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数

普通株式　　149,400株

８．金融商品に関する注記
(１) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、運転資金及び設備資金等について必要な資金を、金融機関からの借入により調達を

行う方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
金融機関からの借入については、不動産投資マネジメント事業における用地仕入資金について借入が

必要な場合においては短期借入金で調達し、建売にて販売を行う場合の用地仕入資金及び賃貸マンショ
ン建設資金、エネルギー事業におけるガス供給設備取得のための設備投資資金並びに社有不動産の取得
資金については、長期借入金での調達を行っております。

営業債権である売掛金は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、当社グループの営業債権の管理に関する規程に従い、担当部署が取引先ごとの期日管理及び残高管
理を行っております。また、債権の回収期日が到来してもなお未回収である場合には、現況を調査し関
係部門と連絡を密にして回収確保の処理を行っております。

営業債務である買掛金、工事未払金、未払法人税等及び預り金は、そのほとんどが１年以内の支払期
日であります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額
長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 1,589 1,576 13

負債計 1,589 1,576 13

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(２) 金融商品の時価等に関する事項
　2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。

（単位：百万円）

（注）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「工事未払金」、「短期借入金」、「未払法人税等」及
び「預り金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。

(３) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
　該当事項はありません。
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む） － 1,576 － 1,576

報告セグメント
その他
（注） 合計不動産投資

マネジメント
事業

エネルギー
事業 計

売上高

完成工事高 4,445 － 4,445 － 4,445

土地売上高 1,749 － 1,749 － 1,749

建売売上高 788 － 788 － 788
プロパティマネジメント
事業収入 717 － 717 － 717

エネルギー事業収入 － 134 134 － 134

その他 224 － 224 0 225
顧客との契約から
生じる収益 7,926 134 8,060 0 8,061

その他の収益 0 － 0 － 0

外部顧客への売上高 7,926 134 8,061 0 8,061

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル２の時価に分類しております。

９．収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材サービス事業を含んで
おります。
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当連結会計年度

　顧客との契約から生じた債権 72

　契約資産 310

　契約負債 389

１株当たり純資産額 616円26銭
１株当たり当期純利益 73円79銭

(２) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「２．重要な会計方針　（４）収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。

(３) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

　契約資産は、主に顧客との工事請負契約について、履行義務の充足に係る進捗度に基づき認識した収
益額のうち未回収の対価に対する当社グループの権利に関するものであり、対価に対する権利が無条件
となった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
　契約負債は、主に顧客との工事請負契約について履行義務を充足していないものの、支払条件に基づ
き受け取った前受金に関するものであり、収益を認識するに伴い取り崩されます。

②　残存履行義務に配分した取引価格
　当連結会計年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は2,803百万円であり、当社グ
ループは、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて期末日後概ね２年以内で収益を認識す
ることを見込んでおります。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
未 成 工 事 支 出 金
販 売 用 不 動 産
仕 掛 販 売 用 不 動 産
前 渡 金
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
そ の 他　

4,999
1,459

75
4

1,865
1,226

59
11

329
39

△73
174
51
32
1
3

13
6
6

115
85
6

24　

（負　 債　 の　 部）
流 動 負 債 2,797

買 掛 金 11
工 事 未 払 金 35
短 期 借 入 金 1,439
関 係 会 社 短 期 借 入 金 289
１年内返済予定の長期借入金 673
リ ー ス 債 務 5
未 払 金 53
前 受 金 58
未 払 法 人 税 等 1
賞 与 引 当 金 14
預 り 金 212
そ の 他 1

固 定 負 債 193
長 期 借 入 金 183
リ ー ス 債 務 9
そ の 他 0

負 債 合 計 2,990
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,182
資 本 金 53
資 本 剰 余 金 520
資 本 準 備 金 237
そ の 他 資 本 剰 余 金 283

利 益 剰 余 金 1,651
繰 越 利 益 剰 余 金 1,651

自 己 株 式 △43
純 資 産 合 計 2,182

資 産 合 計 5,173 負 債 純 資 産 合 計 5,173

貸　借　対　照　表
（2022年12月31日現在）

（単位：百万円）
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損益計算書

( 自　2022年 1 月 1 日
至　2022年12月31日 )

科 目 金 額
売 上 高 3,432
売 上 原 価 2,743
売 上 総 利 益 688
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 466
営 業 利 益 221
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
受 取 手 数 料 24
そ の 他 0 27

営 業 外 費 用
支 払 利 息 8
固 定 資 産 除 売 却 損 8
支 払 手 数 料 9
そ の 他 0 26

経 常 利 益 222
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 20 26

税 引 前 当 期 純 利 益 196
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 46
法 人 税 等 調 整 額 39 85
当 期 純 利 益 110

損　益　計　算　書

（単位：百万円）
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株主資本等変動計算書

( 自　2022年 1 月 1 日
至　2022年12月31日 )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 53 237 283 520 1,541 1,541

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 110 110

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 110 110

当 期 末 残 高 53 237 283 520 1,651 1,651

株 主 資 本 純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
当 期 首 残 高 △17 2,098 2,098

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 110 110

自 己 株 式 の 取 得 △26 △26 △26

当 期 変 動 額 合 計 △26 84 84

当 期 末 残 高 △43 2,182 2,182

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）
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【個別注記表】
１．重要な会計方針

(１) 資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採
用しております。

(２) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　８年～22年
工具、器具及び備品　　２年～20年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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個別注記表

(３) 引当金の計上基準
①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　完成工事補償引当金
完成工事の瑕疵担保等の費用の発生に備えるため、将来の見積補償額に基づき計上しております。
なお、当事業年度において、該当がないため完成工事補償引当金を計上しておりません。

③　賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(４) 収益及び費用の計上基準
土地売上高
　取得した賃貸マンション用地を顧客へ販売するものであり、顧客との土地売買契約に基づき当該物件の
引渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は、当該物件が引き渡される一時点で充足されるもの
であり、当該引渡時点において収益を認識しております。
　取引価格は、土地売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日
としているため、物件引渡しと同時に売買代金の残代金全額の支払いを受けております。

建売売上高
　取得した賃貸マンション用地に賃貸マンションを建築後、当該マンション用地と賃貸マンションを顧客
へ販売するものであり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っておりま
す。当該履行義務は、当該物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収
益を認識しております。
　取引価格は、不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同
日としているため、物件引渡しと同時に売買代金の残代金全額の支払いを受けております。
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プロパティマネジメント事業収入
　主に、賃貸マンションの管理を行う賃貸管理サービス及び入居予定者に対し賃貸物件の仲介斡旋を行う
賃貸仲介サービスを行っております。
　賃貸管理サービスについては、顧客との不動産管理委託契約に基づき当該物件の管理を行う義務を負っ
ております。当該履行義務は賃貸管理サービスが提供される一定の期間にわたり充足されるものであり、
当該履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
　賃貸仲介サービスについては、顧客からの申し込みに基づき、仲介サービスを行う履行義務を負ってお
ります。当該履行義務は、賃貸借契約を締結した一時点で充足されるため、賃貸借契約締結時点において
仲介サービスに基づく報酬を収益として認識しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　収益認識に関する会計基準等の適用について、連結計算書類の連結注記表の「３．会計方針の変更に関す
る注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っておりますが、計算書類及び利益剰余金の当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　時価の算定に関する会計基準等の適用について、連結計算書類の連結注記表の「３．会計方針の変更に関
する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。
　なお、計算書類に与える影響はありません。
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３．会計上の見積りに関する注記
(１) 関係会社株式の評価

①　計算書類に計上した金額
関係会社株式　　　　　　　  　　85百万円

②　会計上の見積りの内容について理解に資するその他の情報
　関係会社株式は市場価格のない株式であることから、評価にあたっては、当該株式の実質価額が著し
く低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、減損処理を行うこととしております。
　回復可能性の判断においては、関係会社の事業計画等に基づき実質価額が取得価額まで回復するかど
うかを検討しております。
　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な
事態により関係会社の業績が悪化し将来の業績回復が見込めなくなった場合、翌事業年度の計算書類に
おいて、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

(２) 関係会社貸付金の評価
①　計算書類に計上した金額

関係会社貸付金　　　　　　　　329百万円
関係会社に対する貸倒引当金　　  73百万円

②　会計上の見積りの内容について理解に資するその他の情報
関係会社に対する貸付金の評価にあたっては、個別に財政状態及び経営成績等の状況を勘案し、回収

不能見込額について貸倒引当金を計上することとしております。当該貸倒引当金の金額算定において
は、関係会社の事業計画等に基づき将来の支払能力を検討し、回収可能金額を合理的に見積っておりま
す。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な
事態により関係会社の業績が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社貸付金
の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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販 売 用 不 動 産 1,327百万円
仕 掛 販 売 用 不 動 産 1,226百万円

計 2,553百万円

短 期 借 入 金 1,439百万円
１年内返済予定の長期借入金 653百万円
長 期 借 入 金 177百万円

計 2,270百万円

株式会社グッドライフエネルギー 675百万円
株式会社プロキャリアエージェント 57百万円

計 732百万円

短期金銭債権 332百万円
短期金銭債務 292百万円

４．貸借対照表に関する注記
(１) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
　　担保に供している資産は次のとおりであります。

②　担保に係る債務
　担保付債務は次のとおりであります。

(２) 有形固定資産の減価償却累計額   　　　　　37百万円

(３) 保証債務等
　　関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。

(４) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

５．損益計算書に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧
客との契約から生じる収益の金額は、連結計算書類の連結注記表の「９．収益認識に関する注記（１）顧客
との契約から生じる収益を分解した情報」に記載のとおりであります。
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　売上高 0百万円
　仕入高 418百万円
　販売費及び一般管理費 0百万円
営業取引以外の取引による取引高 26百万円

繰延税金資産
賞与引当金 5百万円
貸倒引当金 25百万円
関係会社株式評価損 35百万円
その他 1百万円

繰延税金資産小計 67百万円
評価性引当金 △60百万円
繰延税金資産合計 6百万円
繰延税金負債

未収還付事業税 0百万円
繰延税金負債合計 0百万円
繰延税金資産の純額 6百万円

(２) 関係会社との取引高
　　営業取引による取引高

(３) 関係会社貸倒引当金繰入額
　関係会社貸倒引当金繰入額は、当社子会社である株式会社プロキャリアエージェントへの貸付金に対して
貸倒引当金を計上したものであります。

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　　普通株式　　62,486株

７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種類 会社等の名
称又は氏名

議決権
等の所
有(被所
有)割合
（％）

関連当事
者との関

係
取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
(百万円)

子会社
株式会社

グッドライ
フ建設

所有
直接

100％

建 物 購
入 、工 事
の発 注 、
業 務 受
託 ・ 従 業
員 の 出
向 、資 金
の貸 付 及
び借入

建物の購入(注１) 370 － －

工事の発注(注２) 47 工事未払金 3
顧客紹介料、

業務受託料及び出
向者負担金の受取

(注３)
17 未収入金 １

資金の貸付
(注４) 129 関係会社

短期貸付金 129
資金の借入

(注４) 289 関係会社
短期借入金 289

子会社
株式会社

プロキャリ
アエージェ

ント

所有
直接

100％

業 務 受
託・ 従 業
員 の 出
向 、 資 金
の 貸 付 、
役 員 の兼
任 、 債 務
の保証

業務受託料及び出
向者負担金の受取

(注３)
1 － －

資金の貸付
(注４) 100

関係会社
短期貸付金

(注５)
100

債務の保証
(注６) 57 － －

子会社
株式会社

グッドライ
フエネルギ

ー

所有
直接

100％

業 務 受
託 、資 金
の貸 付 、
役 員 の 兼
任 、債 務
の保証

業務受託料の受取
(注３) 4 未収入金 0

資金の貸付
(注４) 100 関係会社

短期貸付金 100
債務の保証

(注６) 675 － －

８．関連当事者との取引に関する注記
(１) 関連会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
１．建物の購入については、販売時における事業計画に基づき、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ決

定しております。
２．工事の発注については、一般の取引条件と同様に決定しております。
３．顧客紹介料及び業務受託料については、業務の内容を勘案し協議のうえ決定しており、出向者負担金

の受取については、出向に関する覚書に基づき、出向者に係る人件費相当額を受け取っております。
４．資金の貸付及び借入は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。
５．株式会社プロキャリアエージェントは債務超過であったため、株式会社プロキャリアエージェントに

対する貸付金に対して、債務超過相当額である73百万円の貸倒引当金を計上しております。
また、当事業年度において貸付金に対する貸倒引当金繰入額を特別損失に20百万円計上しておりま
す。
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種類 会社等の名
称又は氏名

議決権
等の所
有(被所
有)割合
（％）

関連当事
者との関

係
取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
(百万円)

役員及び
主要株主 髙村　隼人

被所有
直接

63.49％
当社代表
取締役

自己株式の取得
(注) 26 － －

１株当たり純資産額 521円41銭
１株当たり当期純利益 26円30銭

６．借入先の金融機関に対して債務保証を行っております。債務保証に係る保証料等は受領しておりませ
ん。

(２) 役員及び個人主要株主等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針
自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）により取得しており、取
引金額は取引前日の終値によるものであります。

９．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結計算書類の連結注記表の
「9．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

11．重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はありません。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 只　隈　洋　一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 照　屋　洋　平

独立監査人の監査報告書

2023年２月13日

株式会社グッドライフカンパニー
取締役会　御中

　有限責任監査法人トーマツ
福岡事務所

　
1監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社グッドライフカンパニーの2022
年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社グッドライフカンパニー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 只　隈　洋　一
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 照　屋　洋　平

独立監査人の監査報告書

2023年２月13日

株式会社グッドライフカンパニー
取締役会　御中

　有限責任監査法人トーマツ
福岡事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社グッドライフカンパニーの
2022年１月１日から2022年12月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

 以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第15期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いた
します。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の

上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計
監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年２月14日
株式会社グッドライフカンパニー　監査等委員会
監 査 等 委 員 姫　野　幸　一 ㊞
監 査 等 委 員 石　井　麻衣子 ㊞
監 査 等 委 員 柳　堀　泰　志 ㊞

　

（注）監査等委員は全員、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。

以　上
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取締役（監査等委員である取締役除く）選任議案

候 補 者
番 号

ふ 　 　 り 　 　 が 　 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

たか

髙
 

　
むら

村
 

　
はや

隼
 

　
と

人
（1979年９月24日）

    2002年 ４月 ㈱熊本シティエフエム入社
    2004年    11月 ㈱多々良入社
    2008年 ６月 ㈱水前寺不動産（現当社）設立　代表取

締役社長（現任）
    2010年    11月 安心入居サービス㈱（現連結子会社）設

立　代表取締役社長
    2019年 ４月 ㈱グッドライフ建設　代表取締役社長
    2020年 １月 ㈱プロキャリアエージェント　代表取締

役社長（現任）
    2020年 １月 ㈱グッドライフ建設　代表取締役会長
    2020年 ６月 ㈱グッドライフエネルギー　代表取締役

社長

2,658,000株

【選任理由】
　2008年の当社設立以降、代表取締役社長として当社の経営の指揮を執り、投資用新築一棟賃貸マンション
「LIBTH」ブランドの展開等、当社の企業価値の向上に貢献しております。今後も、同氏が持つ創業者としての理念と
強力なリーダーシップにより、当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上に貢献ができると判断し、取締役候
補者として選任しております。

株主総会参考書類

議　　　案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了とな
るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。
　監査等委員会は、各候補者に関して当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、当
社の取締役として適任であると判断しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役除く）選任議案

候 補 者
番 号

ふ 　 　 り 　 　 が 　 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

２

ちか

近
 

　
まつ

松
 

　
たか

敬
 

　
のり

倫
（1972年４月11日）

    1996年    4 月 ㈱多々良入社
    2008年    6 月 当社入社
    2010年    1 月 当社取締役
    2013年    5 月 当社常務取締役
    2018年    12月 当社常務取締役開発事業部長
    2019年    3 月 安心入居サービス㈱　代表取締役社長

（現任）
    2019年    4 月 当社常務取締役賃貸管理部長
    2019年    7 月 当社常務取締役
    2020年    1 月 当社取締役開発事業部長
    2020年    6 月 ㈱グッドライフエネルギー　取締役
    2021年    6 月 当社取締役開発事業部長兼賃貸管理部長
    2022年    1 月 当社取締役（現任）
    2022年    1 月 ㈱グッドライフエネルギー　代表取締役

社長（現任）

130,000株

【選任理由】
　2008年の設立以降、設計・監理を行う開発事業部及びプロパティマネジメント事業を行う賃貸管理部を統括し、代
表取締役社長とともに経営の指揮を執って参りました。また、2022年１月より当社子会社である㈱グッドライフエネ
ルギーの代表取締役社長としての職務を果たしており、今後も当社グループ全体の更なる成長と企業価値の向上が期待
できると判断し、取締役候補者として選任しております。

候 補 者
番 号

ふ 　 　 り 　 　 が 　 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

３

い

伊
 

　
とう

藤
 

　
たか

貴
 

　
みつ

光

（1980年２月18日）

    2003年    1 月 ㈲さかき印刷入社
    2006年    2 月 ㈱ヒューマン・クレスト入社
    2013年    4 月 同社取締役
    2016年    4 月 当社入社
    2017年    1 月 当社取締役営業部長
    2022年    1 月 当社取締役ディベロップメント事業部長

（現任）

9,900株

【選任理由】
　2016年に入社して以来、用地開発を行う営業部（現ディベロップメント事業部）を統括し、当社の成長をけん引し
て参りました。今後も、当社ビジネスモデルの入口にあたる用地開発の分野において同氏の豊富な経験と高い見識によ
り、当社グループの更なる成長と企業価値の向上が期待できると判断し、取締役候補者として選任しております。
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取締役（監査等委員である取締役除く）選任議案

候 補 者
番 号

ふ 　 　 り 　 　 が 　 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数

４

やま

山
 

　
だ

田
 

　
こう

浩
 

　
じ

司
（1969年11月13日）

    1993年 ４月 ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
    1999年 ４月 ゴールドマン・サックス証券㈱ヴァイス

プレジデント
    2002年 ７月 ドイツ証券㈱ヴァイスプレジデント
    2004年 ７月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ヴァイスプ

レジデント
    2006年 ４月 ㈱レイコフ経営企画本部長
    2007年    10月 ㈱ジーシーエム取締役アセットマネジメ

ント部門長
    2012年 ７月 ㈱アーク執行役員兼海外事業本部副本部

長
    2013年 ４月 英国アーク出向　同社取締役
    2018年 ４月 ㈱アーク内部監査室長

2021年 ３月 当社取締役管理本部長兼財務管理部長
2022年10月 当社取締役管理本部長（現任）

－

【選任理由】
　金融機関やグローバルに展開する企業集団において海外在住を含む経験を持ち、財務、企画、その他経営管理全般に
関する知識・経験を活かして当社管理部門を統括し、当社の成長をけん引しております。今後も、当社管理部門におい
て同氏の豊富な経験と高い見識により、当社グループの更なる成長と企業価値の向上が期待できると判断し、取締役候
補者として選任しております。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 髙村隼人氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
３. 当社は、役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）を保険会社との間で締結しております。当該保険料につ

いては全額当社が負担しており、被保険者が負担することになる損害賠償金及び訴訟費用を当該保険
契約により補填することとしております。本議案が提案どおり承認可決された場合、各候補者は、当
該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定し
ております。
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取締役（監査等委員である取締役除く）選任議案

氏 　名 企業経営
業界経験
(不動産/

投資/金融)

営業
マーケティ

ング

グローバル
経験

管理/企画
財務/会計

リスクマネ
ジメント/
法務/監査

ダイバー
シティ

髙村 隼人 ● ● ●

近松 敬倫 ● ● ●

伊藤 貴光 ● ●

山田 浩司 ● ● ● ● ● ●

姫野 幸一 ● ● ●

石井 麻衣子 ● ● ●

柳堀 泰志 ● ● ●

【ご参考：株主総会後の取締役会のスキルマトリックス】
　議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
　なお、スキルマトリックスは、各人の経験等を踏まえ、より専門性が発揮できる領域を記載しており、
有する全ての知見や経験を表すものではありません。

以　上
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地図

会場：福岡市博多区博多駅南一丁目９番18号
WITH THE STYLE FUKUOKA
TEL 092-433-3941

交通 ＪＲ博多駅 筑紫口より 徒歩約７分
市営地下鉄博多駅 筑紫口より 徒歩約７分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

NTTヨドバシ
カメラ

中比恵
公園

都市高速
博多駅東ランプ
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３
号
線
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笠
川

至
小
倉

至
鹿
児
島

竹
下
通
り

百年
橋通
り

東住吉
中学校

WITH THE STYLE FUKUOKA

福岡合同庁舎

第二合同庁舎音羽公園

JR
博多駅
筑紫口

福岡銀行

博多バスターミナル
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